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対象児童

生後6ヶ月～
満3歳未満の未就園児

利用時間

月10時間まで

こども誰でも通園制度【令和８年４月～】の概要
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改 正 案 現 行

○寝屋川市社会福祉審議会規則 ○寝屋川市社会福祉審議会規則

平成31年３月29日 平成31年３月29日

規則第50号 規則第50号

第１条～第５条（略） 第１条～第５条（略）

（専門分科会） （専門分科会）

第６条（略） 第６条（略）

(１)・（２）（略） (１)・（２）（略）

(３) 児童福祉専門分科会 (３) 児童福祉専門分科会

ア（略） ア（略）

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項及び第35条第6

項に規定する認可に関する事項

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項及び第35条第6

項に規定する認可に関する事項

ウ・エ（略） ウ・エ（略）

オ 家庭的保育事業者又は乳児等通園支援事業者等に対する設備及び運

営の向上のための勧告に関する事項

オ 家庭的保育事業者 等に対する設備及び運

営の向上のための勧告に関する事項

カ～コ（略） カ～コ（略）

(４)（略） (４)（略）

第７条・第８条（略） 第７条・第８条（略）
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